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1 R6.4.24 R6.5.1
・頭髪に関わる指導の在り方について（通知）（31教指高第18号）
・頭髪に関わる指導の在り方について（通知）（２教指高第640号） 3 1

教育庁指導部管
理課

2 R6.3.7 R6.5.1

令和５年度卒業式参列に関する説明会式次第
卒業式等派遣者用マニュアル
卒業式等における東京都教育委員会挨拶等の所作について
挨拶（高等学校版）
挨拶（特別支援学校版）
写 入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について（通達）
写 東京都教育委員会臨時会における「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び
国歌斉唱について」の議決について（通知）
令和５年度高等学校・中等教育学校・中学校卒業式日程一覧
令和５年度都立特別支援学校卒業式日程一覧
写 「お祝いのメッセージ」
卒業式における知事「お祝いのメッセージ」について
説明原稿（高等学校教育指導課）
説明原稿（特別支援教育指導課）
会場までの地図
【高校・学校宛て】令和５年度卒業式における都教育委員会挨拶文の作成への
協力について（依頼）
【高校・センター宛て】令和５年度卒業式における都教育委員会挨拶文の作成
への協力について（依頼）
【特支・学校宛て】令和５年度都立特別支援学校卒業式における都教育委員会
挨拶文の作成への協力について
【特支・センター宛て】令和５年度都立特別支援学校卒業式における都教育委
員会挨拶文の作成について（依頼）
挨拶文（日比谷）
挨拶文（永福学園）
挨拶文（足立高等学校全日制外）
第74回都立学校等卒業式・入学式対策本部配布資料
第75回都立学校等卒業式・入学式対策本部配布資料
【記録】第７５回都立学校等卒業式・入学式対策本部
【都立学校宛て】公立小･中学校、義務教育学校、都立高等学校、都立中等教育
学校、都立特別支援学校等における令和５年度卒業式及び令和６年度入学式で
の国旗掲揚及び国歌斉唱に関する調査について(依頼）　等

533 1
教育庁指導部管
理課

3 R6.3.7 R6.5.1

１　２０２４年３月１日から始まった都立高校等卒業式と４月の入学式に関
し、
１－１　校長（連絡）会で、“君が代”を始め卒業・入学式に関し、２０２３
年度に触れた次第・配布資料（記録を含む）全て（高指課）
１－２　２０２３年４月４日に●●氏・●●氏ら指企課が主催した入学式事前
説明会（打合せとも称する）と同じような趣旨の会合を、今回の卒業式前に開
催していると思うので、
（３）国旗敬礼の実演者（昨年は●●氏）と●●氏・●●氏らとの打ち合わせ
資料

1 請求にかかる文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁指導部管
理課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

4 R6.3.7 R6.5.1 「江戸から東京へ」

本件請求に係る情報のうち「江戸から東京へ」は、ホームページにて閲覧可能
であり、これらは東京都情報公開条例第１８条第２項「インターネットの利用
その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供を行っている情報(以下
「インターネットによる公表情報等」という。)と同一の情報が記載された公文
書については、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため、東
京都教育委員会情報公開事務取扱要綱第３条第５項第６号に基づき、却下す
る。

教育庁指導部管
理課

5 R6.4.24 R6.5.8

中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和５年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２１校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校

10 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

6 R6.4.25 R6.5.8

中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和５年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２１校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校における八王子市及び日野市の学校名

3 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

7 R6.2.15 R6.5.10

・２０１９年入試問題及び回答のうち数学及び英語の入試問題及び回答並びに
国語の回答
・２０２０年入試問題及び回答のうち数学及び英語の入試問題及び回答並びに
国語の回答
・２０２１年入試問題及び回答のうち数学及び英語の入試問題及び回答並びに
国語の回答

46 1
都立戸山高等学
校

8 R6.2.15 R6.5.10
・２０１９年入試問題及び回答のうち国語の入試問題
・２０２０年入試問題及び回答のうち国語の入試問題
・２０２１年入試問題及び回答のうち国語の入試問題

40 1 1

請求に係る文書のうち、国語で使用されている文章の一部は、著作権法上の
「著作物」になり得るため、学校が著作権者の許諾なく公にすることは、著作
権者の権利利益を不当に侵害し学校に対する信頼を損ね、学校運営に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）

都立戸山高等学
校

9 R6.2.15 R6.5.10

・２００８（平成２０）年入試問題及び回答
・２００９（平成２１）年入試問題及び回答
・２０１０（平成２２）年入試問題及び回答
・２０１１（平成２３）年入試問題及び回答
・２０１２（平成２４）年入試問題及び回答
・２０１３（平成２５）年入試問題及び回答
・２０１４（平成２６）年入試問題及び回答
・２０１５（平成２７）年入試問題及び回答
・２０１６（平成２８）年入試問題及び回答
・２０１７（平成２９）年入試問題及び回答
・２０１８（平成３０）年入試問題及び回答

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立戸山高等学
校

10 R6.2.15 R6.5.10
・２０２２（令和４）年入試問題及び回答
・２０２３（令和５）年入試問題及び回答
・２０２４（令和６）年入試問題及び回答

本件請求に係る公文書については、学校のホームページにおいて閲覧可能な情
報であり、これらは東京都情報公開条例第１８条第２項「インターネットの利
用その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供を行っている情報と同
一の情報が記載された公文書については、当該公文書の開示をしないものとす
る。」に該当するため

都立戸山高等学
校

11 R6.2.15 R6.5.10

・２０１９年国語回答
・２０２０年国語回答
・２０２１年国語回答
・２０２２年国語回答

50 1
都立国分寺高等
学校
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決定区分 （根拠規定）条例７条

12 R6.2.15 R6.5.10

・２０１９年国語入試問題
・２０２０年国語入試問題
・２０２１年国語入試問題
・２０２２年国語入試問題

42 1 1

請求に係る文書のうち、国語で使用されている文章の一部は、著作権法上の
「著作物」になり得るため、学校が著作権者の許諾なく公にすることは、著作
権者の権利利益を不当に侵害し学校に対する信頼を損ね、学校運営に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）

都立国分寺高等
学校

13 R6.2.15 R6.5.10

・２００８年入試問題及び回答
・２００９年入試問題及び回答
・２０１０年入試問題及び回答
・２０１１年入試問題及び回答
・２０１２年入試問題及び回答
・２０１３年入試問題及び回答
・２０１４年入試問題及び回答
・２０１５年入試問題及び回答
・２０１６年入試問題及び回答
・２０１７年入試問題及び回答
・２０１８年入試問題及び回答

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立国分寺高等
学校

14 R6.2.15 R6.5.10

・２０１９年英語及び数学入試問題及び回答
・２０２０年英語及び数学入試問題及び回答
・２０２１年英語及び数学入試問題及び回答
・２０２２年英語及び数学入試問題及び回答
・２０２３年入試問題及び回答
・２０２４年入試問題及び回答

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立国分寺高等
学校

15 R6.3.28 R6.5.13
・東京都公立学校会計年度任用職員業績評価実施要項
・東京都公立学校会計年度任用職員業績評価実施細目

5 1
教育庁人事部職
員課

16 R6.5.1 R6.5.13
令和●年●月●日に●●で自死した●●生に関する全ての文書。●●と東京都
のやり取りに関する全ての文書。●●市と警察のやり取りに関する全ての文
書。対象の文書の期間は令和●年●月●日から●月●日間。

1
請求のあった文書があるかないかを明らかにすることで、不開示情報を開示し
てしまうこととなるため

教育庁指導部管
理課

17 R6.2.15 R6.5.13
・２０１７年入試問題及び回答
・２０１８年入試問題及び回答
・２０１９年入試問題及び回答

49 1
都立国際高等学
校

18 R6.2.15 R6.5.13

・２００８年入試問題及び回答
・２００９年入試問題及び回答
・２０１０年入試問題及び回答
・２０１１年入試問題及び回答
・２０１２年入試問題及び回答
・２０１３年入試問題及び回答
・２０１４年入試問題及び回答
・２０１５年入試問題及び回答
・２０１６年入試問題及び回答

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立国際高等学
校

19 R6.2.15 R6.5.13

・２０２０年入試問題及び回答
・２０２１年入試問題及び回答
・２０２２年入試問題及び回答
・２０２３年入試問題及び回答
・２０２４年入試問題及び回答

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立国際高等学
校
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決定区分 （根拠規定）条例７条

20 R6.3.15 R6.5.14 令和５年度再試対象者一覧（英語スピーキングテスト） 1 1 1 1

【ID、漢字カナ姓名、学校名、学校住所、会場名、教室名】
・当該情報は、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することできることとなるものを含む。）又は
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権
利利益を害するおそれがあるもののため（東京都情報公開条例第７条第２号）
・当該情報は、個人の受験状況に関するものであり、公にすることにより、関
係者との信頼関係が損なわれるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
【申請区分、備考】
・当該情報は、個人の受験状況に関するものであり、公にすることにより、関
係者との信頼関係が損なわれるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
・当該情報は確定前の情報であり、公にすることにより、当該情報が最終的な
結果であると誤解を生じ、確定前の内容に基づく検証等が行われ、その結果、
当該事業の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公
開条例第７条第６号）

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

21 R6.3.15 R6.5.14

・2022年度の英語スピーキングテストで、●●人が再度受験の対象者であるこ
とやその詳細を、●●から都教委に知らせる文書（メール等を含む）
・2022年度、2023年度の再度受験の対象者についての連絡を●●から受けた際
にとったメモおよび、それを組織内で情報共有したり保護者などに説明・謝罪
したりするために作成した文書（データも含む）

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

22 R6.2.15 R6.5.14 ２０２４年の国語の回答 2 1
都立日比谷高等
学校

23 R6.2.15 R6.5.14

・２０１２年の入試問題及び回答
・２０１３年の入試問題及び回答
・２０１４年の入試問題及び回答
・２０１５年の入試問題及び回答
・２０１６年の入試問題及び回答
・２０１７年の入試問題及び回答
・２０１８年の入試問題及び回答
・２０１９年の入試問題及び回答
・２０２０年の入試問題及び回答
・２０２１年の入試問題及び回答
・２０２４年の国語の入試問題

143 1 1

請求に係る文書のうち、国語で使用されている文章の一部は、著作権法上の
「著作物」になり得るため、学校が著作権者の許諾なく公にすることは、著作
権者の権利利益を不当に侵害し学校に対する信頼を損ね、学校運営に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）

都立日比谷高等
学校

24 R6.2.15 R6.5.14

・２００８年入試問題及び回答
・２００９年入試問題及び回答
・２０１０年入試問題及び回答
・２０１１年入試問題及び回答

1 当該公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立日比谷高等
学校

25 R6.2.15 R6.5.14
・２０２２年の入試問題及び回答
・２０２３年の入試問題及び回答
・２０２４年の数学及び英語の入試問題及び回答

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立日比谷高等
学校
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26 R6.2.15 R6.5.14

・２００８年入試問題及び回答
・２００９年入試問題及び回答
・２０１０年入試問題及び回答
・２０１１年入試問題及び回答
・２０１２年入試問題及び回答
・２０１３年入試問題及び回答
・２０１４年入試問題及び回答
・２０１５年入試問題及び回答
・２０１６年入試問題及び回答
・２０１７年入試問題及び回答
・２０１８年入試問題及び回答

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立青山高等学
校

27 R6.2.15 R6.5.14

・２０１９年入試問題及び回答
・２０２０年入試問題及び回答
・２０２１年入試問題及び回答
・２０２２年入試問題及び回答
・２０２３年入試問題及び回答
・２０２４年入試問題及び回答

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立青山高等学
校

28 R6.2.15 R6.5.14
・２０１９年入試問題及び回答（英語、数学）
・２０１９年回答（国語）
・２０２０年回答（国語）

20 1
都立立川高等学
校

29 R6.2.15 R6.5.14
・２０１９年入試問題（国語）
・２０２０年入試問題（国語）
・２０２３年入試問題（国語）

55 1 1

請求に係る文書のうち、国語で使用されている文章の一部は、著作権法上の
「著作物」になり得るため、学校が著作権者の許諾なく公にすることは、著作
権者の権利利益を不当に侵害し学校に対する信頼を損ね、学校運営に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）

都立立川高等学
校

30 R6.2.15 R6.5.14

・２００８年入試問題及び回答
・２００９年入試問題及び回答
・２０１０年入試問題及び回答
・２０１１年入試問題及び回答
・２０１２年入試問題及び回答
・２０１３年入試問題及び回答
・２０１４年入試問題及び回答
・２０１５年入試問題及び回答
・２０１６年入試問題及び回答
・２０１７年入試問題及び回答
・２０１８年入試問題及び回答

1 当該公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立立川高等学
校

31 R6.2.15 R6.5.14

・２０２０年入試問題及び回答（英語、数学）
・２０２１年入試問題及び回答（英語、数学、国語）
・２０２２年入試問題及び回答（英語、数学、国語）
・２０２３年入試問題及び回答（英語、数学）並びに回答（国語）
・２０２４年入試問題及び回答（英語、数学、国語）

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立立川高等学
校

32 R6.2.15 R6.5.14 ２０２４年入試問題及び回答 16 1
都立新宿高等学
校
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33 R6.2.15 R6.5.14

・２００８年入試問題及び回答（国語）
・２００９年入試問題及び回答（国語）
・２０１０年入試問題及び回答（国語）
・２０１１年入試問題及び回答（国語）
・２０１２年入試問題及び回答（国語）
・２０１３年入試問題及び回答（国語）
・２０１４年入試問題及び回答（国語）
・２０１５年入試問題及び回答（国語）
・２０１６年入試問題及び回答（国語）
・２０１７年入試問題及び回答（国語）
・２０１８年入試問題及び回答（国語）
・２０１９年入試問題及び回答（国語）
・２０２０年入試問題及び回答（国語）
・２０２１年入試問題及び回答（国語）
・２０２２年入試問題及び回答（国語）

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立新宿高等学
校

34 R6.2.15 R6.5.14

・２００８年入試問題及び回答（国語を除く）
・２００９年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１０年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１１年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１２年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１３年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１４年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１５年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１６年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１７年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１８年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０１９年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０２０年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０２１年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０２２年入試問題及び回答（国語を除く）
・２０２３年入試問題及び回答

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立新宿高等学
校

35 R6.2.15 R6.5.14 ２０１９年入試問題及び回答（国語の問題を除く。） 12 1
都立墨田川高等
学校

36 R6.2.15 R6.5.14
・２０１９年入試　国語の問題
・２０２０年入試　国語の問題
・２０２４年入試　国語の問題

42 1 1

請求に係る文書のうち、国語で使用されている文章の一部は、著作権法上の
「著作物」になり得るため、学校が著作権者の許諾なく公にすることは、著作
権者の権利利益を不当に侵害し学校に対する信頼を損ね、学校運営に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）

都立墨田川高等
学校
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37 R6.2.15 R6.5.14

・２００８年入試問題及び回答
・２００９年入試問題及び回答
・２０１０年入試問題及び回答
・２０１１年入試問題及び回答
・２０１２年入試問題及び回答
・２０１３年入試問題及び回答
・２０１４年入試問題及び回答
・２０１５年入試問題及び回答
・２０１６年入試問題及び回答
・２０１７年入試問題及び回答
・２０１８年入試問題及び回答
・２０２２年入試問題（国語の問題）

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立墨田川高等
学校

38 R6.2.15 R6.5.14

・２０２０年入試問題及び回答（国語の問題を除く。）
・２０２１年入試問題及び回答
・２０２２年入試問題及び回答（国語の問題を除く。）
・２０２３年入試問題及び回答
・２０２４年入試問題及び回答（国語の問題を除く。）

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立墨田川高等
学校

39 R6.2.15 R6.5.15

・２０１２（平成２４）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０１３（平成２５）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０１４（平成２６）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０１５（平成２７）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０１６（平成２８）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０１７（平成２９）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０１８（平成３０）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０１９（令和元）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０２０（令和２）年入試問題及び回答（国語の問題を除く）
・２０２１（令和３）年入試国語回答

110 1
都立国立高等学
校

40 R6.2.15 R6.5.15

・２０１２（平成２４）年入試　国語の問題
・２０１３（平成２５）年入試　国語の問題
・２０１４（平成２６）年入試　国語の問題
・２０１５（平成２７）年入試　国語の問題
・２０１６（平成２８）年入試　国語の問題
・２０１７（平成２９）年入試　国語の問題
・２０１８（平成３０）年入試　国語の問題
・２０１９（令和元）年入試　国語の問題
・２０２０（令和２）年入試　国語の問題
・２０２１（令和３）年入試　国語の問題

111 1 1

請求に係る文書のうち、国語で使用されている文章の一部は、著作権法上の
「著作物」になり得るため、学校が著作権者の許諾なく公にすることは、著作
権者の権利利益を不当に侵害し学校に対する信頼を損ね、学校運営に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）

都立国立高等学
校

41 R6.2.15 R6.5.15

・２００８（平成２０）年入試問題及び回答
・２００９（平成２１）年入試問題及び回答
・２０１０（平成２２）年入試問題及び回答
・２０１１（平成２３）年入試問題及び回答

1 当該公文書は、現に保有しておらず、存在しないため。
都立国立高等学
校

42 R6.2.15 R6.5.15

・２０２１年入試問題及び回答（国語の問題及び回答を除く）
・２０２２年入試問題及び回答
・２０２３年入試問題及び回答
・２０２４年入試問題及び回答

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立国立高等学
校
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43 R6.2.15 R6.5.15
・２０１９年入試問題及び回答
・２０２０年入試問題及び回答 35 1

都立八王子東高
等学校

44 R6.2.15 R6.5.15 ２０２４年の国語の入試問題 11 1 1

請求に係る文書のうち、国語で使用されている文章の一部は、著作権法上の
「著作物」になり得るため、学校が著作権者の許諾なく公にすることは、著作
権者の権利利益を不当に侵害し学校に対する信頼を損ね、学校運営に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号に該当）

都立八王子東高
等学校

45 R6.2.15 R6.5.15

・２００８（平成２０）年入試問題及び回答
・２００９（平成２１）年入試問題及び回答
・２０１０（平成２２）年入試問題及び回答
・２０１１（平成２３）年入試問題及び回答
・２０１２（平成２４）年入試問題及び回答
・２０１３（平成２５）年入試問題及び回答
・２０１４（平成２６）年入試問題及び回答
・２０１５（平成２７）年入試問題及び回答
・２０１６（平成２８）年入試問題及び回答
・２０１７（平成２９）年入試問題及び回答
・２０１８（平成３０）年入試問題及び回答

1 当該公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
都立八王子東高
等学校

46 R6.2.15 R6.5.15

・２０２１年入試問題及び回答
・２０２２年入試問題及び回答
・２０２３年入試問題及び回答
・２０２４年入試問題及び回答（国語の問題を除く）

学校のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開
条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

都立八王子東高
等学校

47 R6.3.18 R6.5.16

・令和６年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会　日本語指導が必要な日
本国籍の生徒に関する特別部会委員名簿
・令和６年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会　不登校経験のある生徒
に関する特別部会委員名簿
・令和６年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（日本語指導が必要な日
本国籍の生徒に関する特別部会）記録
・令和６年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（不登校経験のある生徒
に関する特別部会）記録

11 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

48 R6.4.12 R6.5.16 令和６年度 東京都立高等学校入学者選抜男女別合格者数 3 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

49 R6.3.18 R6.5.17

・平成２５年度における児童・生徒の問題行動・不登校等の実態について （概
要）
・平成２５年度における児童・生徒の問題行動・不登校等の実態について
・平成２９年度における児童・生徒の問題行動・不登校等の実態について （概
要）
・平成２９年度における児童・生徒の問題行動・不登校等の実態について

66 1
教育庁指導部管
理課
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50 R6.3.18 R6.5.17

・令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
へ回答するための中間作業用データ
・令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
へ回答するための中間作業用データ
・令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
へ回答するための中間作業用データ
・令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
へ回答するための中間作業用データ

1 1

東京都情報公開条例第7条第６号に該当
　当該調査は文部科学省が実施している調査で、同省の方針に則り学校毎の回
答は公表しないことを前提としている情報であって、公にすることにより、同
省及び回答に協力した区市町村や学校からの信頼を不当に損なうことと認めら
れるものであり、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部管
理課

51 R6.3.18 R6.5.17

平成25年度から平成30年度までの「東京都の市区町村別の小中学生の不登校者
数及びその割合」
・小学校・中学校別
・学年別

1 請求に係る文書は現に保有しておらず、存在しないため
教育庁指導部管
理課

52 R6.3.18 R6.5.17

平成26年度から平成28年度、平成30年度から令和４年度までの「東京都全体の
小中学生の不登校者数及びその割合」
・小学校・中学校別
・学年別

東京都のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公
開条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法に
より公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につ
いては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

教育庁指導部管
理課

53 R6.3.18 R6.5.17
・東京都全体の過去10年間の小中学生の児童生徒数
・東京都の市区町村別の過去10年間の小中学生の児童生徒数

東京都のホームページ及び東京都立中央図書館において閲覧可能な情報であ
り、これらは東京都情報公開条例第１８条第２項「都の図書館等図書、資料、
刊行物等を閲覧に供し、若しくは貸し出すことを目的とする施設において管理
されている公文書であって、一般に閲覧させ、若しくは貸し出すことができる
とされているもの又はインターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につい
ては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

教育庁総務部広
報統計課

54 R6.5.8 R6.5.21

・東京都が「それって、虐待かも？」と題するパンフレットを東京都内の小・
中・高校に配布するため、作成した案件公示書、案件仕様書、契約約款、入札
金額内訳書、契約書、落札経過調書又は見積もり合わせ等の契約の相手方を選
定する過程がわかる資料、支出負担行為及び支払いに関する会計書類
・東京都が「東京OSEKKAI化計画」という名称のウェブサイトのページを公開す
るため、作成した案件公示書、案件仕様書、契約約款、入札金額内訳書、契約
書、落札経過調書又は見積もり合わせ等の契約の相手方を選定する過程がわか
る資料、支出負担行為及び支払いに関する会計書類

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁総務部総
務課
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55 R6.4.11 R6.5.21

・令和６年２月１４日付事務連絡
　「卒業式への知事メッセージの送付について（周知依頼）」
・令和６年２月吉日　各都立学校長宛て
　「卒業式への知事メッセージの送付について」
・卒業式への知事メッセージ（全校種共通）
・令和６年３月１１日付事務連絡
　「入学式への知事メッセージの送付について（周知依頼）」
・令和６年３月吉日　各都立学校長宛て
　「入学式への知事メッセージの送付について」
・入学式への知事メッセージ
　①　都立特支・幼入学式知事メッセージ
　②　都立特支・私立小入学式知事メッセージ
　③　都立・私立中高入学式知事メッセージ

8 1
教育庁総務部総
務課

56 R6.4.11 R6.5.22

令和６年度都立学校入学式参列者打合せ会 司会原稿
入学式派遣職員打合せ会 高指課説明原稿
入学式派遣職員打ち合わせ
都立特別支援学校に関する補足説明
（統括指導主事説明原稿）
令和６年度入学式参列に関する説明会
令和６年度都立学校入学式へ派遣する職員の決定について（通知）
入学式における東京都知事「お祝いのメッセージ」について（通知）
【４教指企第1502号】令和４年度卒業式及び令和５年度入学式での国旗掲揚及
び国歌斉唱に関する調査について（依頼）
【４教指企第1702号】新型コロナウイルス感染症対策を施した令和４年度卒業
式及び令和５年度入学式等の実施について（通知）
【４教指企第1755号】卒業式における東京都知事「お祝いのメッセージ」につ
いて（通知）
【４教指企第1937号】入学式における東京都知事「お祝いのメッセージ」につ
いて（通知）
【４教指企第1958号】令和５年度入学式等の実施について（通知）
【４教指企第1959号】新型コロナウイルス感染症対策を施した令和５年度入学
式等の実施について（通知）
【５教指企第1056号】公立小・中学校、義務教育学校、都立高等学校、都立中
等教育学校、都立特別支援学校等における令和５年度卒業式及び令和６年度入
学式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する調査について(依頼）
【５教指企第1207号】「卒業式における東京都知事「お祝いのメッセージ」に
ついて（通知）」
等

108 1
教育庁指導部管
理課

57 R6.4.11 R6.5.22

１－１　指導企画課安全班の●●氏・●●氏(司会)らが2024年４月２日に開催
した、――入学式に派遣する職員を集め、（"国旗敬礼"を見せびらかす目的等
だと批判する都民の声が多い）説明会――なるものに関して"国旗敬礼"実演者
(2023年４月４日は●●氏)の職・氏名分かる文書。
１－５　前回（３月）請求後、本日までの卒業式入学式対策本部、同幹事会、
調査委員会の記録（会議録）を含む配布資料

1 請求にかかる文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁指導部管
理課
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58 R6.4.11 R6.5.23

・都立日野高等学校（２）改築工事（工事設計内訳書）
・都立日野高等学校（３）改築給水衛生設備工事（工事設計内訳書）
・都立日野高等学校（３）改築空調設備工事（工事設計内訳書）
・都立日野高等学校（３）改築昇降機設備工事（工事設計内訳書）
・都立日野高等学校（３）改築電気設備工事（工事設計内訳書）

414 1
都立日野高等学
校

59 R6.3.26 R6.5.24
都教委で分かる教員不足の数字
令和元年度、令和２年度、令和３年度の小・中・高校・特別支援学校における
数字

2 1
教育庁人事部選
考課

60 R6.3.26 R6.5.24
都教委で分かる教員不足の数字
令和元年度、令和２年度、令和３年度の小・中・高校・特別支援学校における
数字

1 請求に係る公文書は、作成・取得しておらず、現に保有していないため
教育庁人事部選
考課

61 R6.3.28 R6.5.24
●●氏が１２月の請願に対し、各項ごとに回答しない理由が分かる文書（定例
会に頑固に出さない請願取り扱いの過程すべてが分かる文書） 1 当該公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

教育庁人事部勤
労課

62 R6.4.11 R6.5.24

・都立永山高等学校（31）改築工事
・都立永山高等学校（31）改築電気設備工事
・都立永山高等学校（31）改築空調設備工事
・都立永山高等学校（31）改築給水衛生設備工事その２
・都立永山高等学校（31）昇降機設備工事

532 1
都立永山高等学
校

63 R6.3.26 R6.5.24 基本協定その１案（●●） 331 1
教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課
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64 R6.3.26 R6.5.24

・基本協定その１（●●）起案原議
・基本協定その２（●●）起案原議
・令和元年度実施協定起案原議
・令和２年度実施協定起案原議（当初）
・令和２年度実施協定起案原議（変更）
・令和３年度実施協定起案原議
・令和４年度実施協定案
・令和５年度実施協定案（●●）
・基本協定その２案（●●）
・令和５年度実施協定案（●●）

552 1 1 1 1 1

【担当者の連絡先】
・公にすることにより業務に関係のない連絡が来るなど、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号
【事業計画５ページ及び６ページの難易度調整に関する記述】
・当該情報は、問題の作成過程に関する情報であって、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
【事業計画９ページ及び10ページの採点基準・採点方法に関する記述】
・当該情報は、試験の制度設計に関する情報であって、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
・当該情報は、事業者の事業活動を行う上でのノウハウ及び内部管理に関する
情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位
その他社会的な地位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７
条第３号）
【事業計画17ページ及び18ページの情報流出の予防策に関する記述】
・当該情報は、テスト問題の漏洩及び問題の流出の防止に関する情報であっ
て、公にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６
号）
・当該情報は、事業者の事業活動を行う上でのノウハウ及び内部管理に関する
情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位
その他社会的な地位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７
条第３号）
【事業計画24ページの事業収支計画の支出に関する記述】
・当該情報は、事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることによ
り、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる
と認められるため（東京都情報公開条例第７条第３号）

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

65 R6.3.26 R6.5.24 都立学校会場管理者決定及び委嘱原議（予備日） 31 1
教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課
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66 R6.3.26 R6.5.24

・令和５年度「中学校英語スピーキングテスト」最終報告書
・令和５年度本試験 結果報告書-速報版-
・令和５年度予備日 結果報告書-速報版-
・派遣先決定原議（12月17日分）

95 1 1 1

【採点に関する内容】
・試験問題の採点に係る情報が公にされることにより、今後の試験運営におい
て適正性及び正当な秘匿性を確保することが極めて困難になるため。（東京都
情報公開条例第７条第６号）
・本試験はスピーキングに関するテストを既に実施している事業者のノウハウ
を活用しながら運営していくものであるため、これらの情報を公にすること
は、特定の事業者の持つ試験の運営ノウハウの漏洩に繋がり、当該事業者の競
争上又は事業運営上の地位が損なわれることとなるばかりでなく、徒に白日の
下に晒されることになれば本試験の存在そのものを揺るがす事態になりかねな
い重大な危険性を孕んでいるため。（東京都情報公開条例第７条第３号）
【実施会場に関する内容の一部】
・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含
む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な
お個人の権利利益を害するおそれがあるため。（東京都情報公開条例第７条第
２号）
・当該情報を公にすることにより、今後関係者から本事業に対する協力を得ら
れなくなり、その結果、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め。（東京都情報公開条例第７条第６号）
【学校ごとの人数、平均スコア、平均グレード】
　当該箇所を開示すると今後スピーキングテスト事業の改善検討に当たり関係
者からの協力を得ることが困難となり、同事業の改善点・課題などを把握する
ことが困難となる。その結果、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
ある。（東京都情報公開条例第７条第６号）

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

67 R6.3.28 R6.5.27

・令和６年度東京都公立学校スクールカウンセラー選考面接実施要領
・令和６年度都立特別支援学校に配置する東京都公立学校スクールカウンセ
ラー選考面接実施要領
・令和６年度東京都公立学校スクールカウンセラー選考面接評定票
・令和６年度東京都公立学校スクールカウンセラー選考面接評定票（特別支援
学校配置）

15 1 1

東京都情報公開条例第７条第６号に該当
当該情報は、公にされることにより、スクールカウンセラー選考に係る事務に
関し、評価、判断、その他の事務の過程、若しくは基準が明らかになるおそれ
又は公平な判断に支障が生じ、公平かつ円滑な事務に支障をきたすため

教育庁指導部管
理課

68 R6.3.28 R6.5.27

・東京都公立学校特別支援教室専門員（会計年度任用職員）採用選考基準
・都立特別支援学校学校介護職員（会計年度任用職員）　採用選考基準
・東京都公立学校会計年度任用職員（東京都公立学校特別支援教室専門員）能
力判定書
・東京都公立学校会計年度任用職員（都立特別支援学校学校介護職員）能力判
定書
・質問事項（流れ）

18 1 1

東京都情報公開条例第７条第６号に該当
開示することにより、今後の事業運営に支障をきたす情報（試験の採点基準が
分かってしまう記載、面接評定に関する記載等）箇所については、不開示とす
る

教育庁都立学校
教育部特別支援
教育課

69 R6.4.11 R6.5.27 指定職給料表適用職員の指定について（通知） 1 1 1
東京都情報公開条例第７条第二号に該当
記載の給料月額は、他の情報と照合することにより、特定の個人に関する情報
を識別することができるものであるため

教育庁総務部総
務課

70 R6.4.11 R6.5.27
・東京都教育庁処務規則
・東京都教職員研修センター処務規則
・指定職給料表

東京都のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公
開条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法に
より公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公文書につ
いては、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するため

教育庁総務部総
務課
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71 R6.5.20 R6.5.27

・2023-1　入札説明書
・2023-2　業務委託実施要領
・2023-3　落札者決定基準
・2023-4　提案書に関する留意事項
・2023-5　別紙様式１事業計画者の概要
・2023-6　別紙「事業計画書作成時の留意事項」
・2023-7　入札経過調書
・2024-1　入札説明書
・2024-2　業務委託実施要領
・2024-3　落札者決定基準
・2024-4　提案書に関する留意事項
・2024-5　別紙様式１事業計画者の概要
・2024-6　別紙「事業計画書作成時の留意事項」
・2024-7　入札経過調書

39 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

72 R6.3.28 R6.5.27 「東京都教育ビジョン（第５次）」の策定について 85 1
教育庁総務部教
育政策課

73 R6.3.28 R6.5.27 意見募集の結果についての元データや文書 34 1 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号及び３号に該当
WEBによる回答情報については、個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが
できることとなるものを含む。）を含むものであるため、当該箇所は不開示と
する。

教育庁総務部教
育政策課

74 R6.3.28 R6.5.27 検討委員会の議事録及び作業部会の配布資料 1 1 1

検討委員会の議事録
・東京都情報公開条例第7条第６号及び「東京都教育ビジョン（第５次）検討委
員会」設置要綱第６条に該当
・議事録そのものが公開されることで自由な意見交換が阻害され、当該委員会
の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
検討委員会作業部会の資料
・東京都情報公開条例第7条第5号
・確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため

教育庁総務部教
育政策課

75 R6.3.28 R6.5.27 作業部会の議事録 1 当該文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁総務部教
育政策課

76 R6.3.28 R6.5.27

令和６年３月28日に策定「東京都教育ビジョン（第５次）」に関して
１、検討委員会や作業部会の配布資料や議事録等の文書や図面や電磁的記録
２、意見募集の結果についても元データや文書（ただし個人情報部分はマスキ
ング可）
３、決裁文書
のうち、検討委員会の配布資料について

本件請求に係る情報のうち検討委員会の配布資料は、東京都のホームページに
おいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開条例第１８条第２項
「インターネットの利用その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供
を行っている情報と同一の情報が記載された公文書については、当該公文書の
開示をしないものとする。」に該当するため

教育庁総務部教
育政策課

77 R6.4.3 R6.5.29
施工体系図兼安全衛生協議会組織図
（立川国際中等教育学校附属小学校（４）グラウンド整備工事）

1 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号に該当
事業者の職員名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるも
の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）であるため

都立立川国際中
等教育学校
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78 R6.4.3 R6.5.30 都立永山高等学校（４）部室棟その他改築工事　施工体系図 4 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号に該当
契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）であるため

都立永山高等学
校

79 R6.4.3 R6.5.30
下記工事の施工体系図の写し。
【電子】都立多摩図書館（４）空調設備改修工事

1 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号に該当
現場代理人名、監理技術者名、主任技術者名、統括安全衛生責任者、副会長、
元方安全衛生管理者、安全衛生責任者、主任技術者氏名は、個人に関する情報
で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、
特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）であるため

都立多摩図書館

80 R6.4.3 R6.5.30
下記工事の施工体系図の写し
0-00421　【電子】都立府中東高等学校（４）グラウンド改修工事

5 1 1

東京都情報公開条例第7条第２号に該当
施工体系図の工事関係者氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別するこ
とができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。）であるため

都立府中東高等
学校

81 R6.4.3 R6.5.30
下記工事の施工体系図の写し。
04-00005【電子】都立立川学園（４）改修昇降機設備工事 1 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号に該当
監督員名、主任技術者名、統括安全衛生管理者、元方安全管理者、元方衛生管
理者、安全衛生責任者、主任技術者は、個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。）であり、東京都情報公開条例第７条
第２号に該当するため

都立立川学園

82 R6.4.3 R6.5.30
04-00353【電子】都立城東高等学校(4)テニスコートほか改修工事その2の施工
体系図の写し 1 1 1

東京都情報公開条例第７条第2号に該当

工事関係者氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるも
の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）であるため。

都立城東高等学
校

83 R6.4.2 R6.5.31 学校事務職員の標準的職務の設定状況について（区市町村回答） 4 1 1

【担当部署担当者名の連絡先】
当該情報は、公にすることにより業務に関係のない連絡が来るなど、事務事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
【区市町村の回答（一部）】
・都及び各区市町村が行う事務又は事業に関する情報であって、人事管理等に
係る内容を含んでおり、公にすることにより、各区市町村の自由かつ率直な意
見が妨げられ、区市町村の意向・実態が把握できなくなり、当該事業の運営に
支障を及ぼすおそれがあるため。

教育庁総務部総
務課

84 R6.4.19 R6.5.31 R５庁有車車両概要データ 1 1
教育庁総務部総
務課

85 R6.4.19 R6.5.31
教育庁が保有する自動車の一覧
（用途） 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。

教育庁総務部総
務課

86 R6.5.17 R6.5.31
都立矢口特別支援学校（４）土壌改良及び基礎構造物撤去工事
工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表 114 1

教育庁都立学校
教育部営繕課
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87 R6.4.2 R6.5.31

下記工事４件の施工体系図
・都立足立特別支援学校（5）外壁その他改修工事
・都立立川高等学校（4）校舎内部改修工事
・都立第四商業高等学校（5）外壁その他改修工事
・都立国際高等学校（5）外壁その他改修工事

15 1 1

事業者の職員名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるも
の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）であり、東京都情報公開条例第７条第２号に該当するた
め

教育庁都立学校
教育部営繕課

88 R6.4.2 R6.5.31

下記工事４件の施工体系図
・都立桜町高等学校（5）外壁その他改修工事
・都立豊多摩高等学校（4）便所その他改修工事
・都立狛江高等学校（5）外壁その他改修工事
・都立石神井特別支援学校（5）便所改修工事

4 1 1

事業者の職員名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるも
の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）であり、東京都情報公開条例第７条第２号に該当するた
め

教育庁都立学校
教育部営繕課

89 R6.4.2 R6.5.31

下記工事４件の施工体系図
・都立石神井特別支援学校（4）便所改修工事
・都立多摩高等学校（5）便所改修工事
・都立東大和南高等学校（4）便所改修工事
・都立武蔵丘高等学校（4）屋上防水その他改修工事

6 1 1

事業者の職員名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるも
の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）であり、東京都情報公開条例第７条第２号に該当するた
め

教育庁都立学校
教育部営繕課

90 R6.4.2 R6.5.31

下記工事３件の施工体系図
・都立五日市高等学校（4）プールろ過設備その他改修工事
・都立八王子盲学校（4）ﾌﾟｰﾙ付属棟その他解体工事
・都立矢口特別支援学校（４）土壌改良及び基礎構造物撤去工事

3 1 1

事業者の職員名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるも
の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）であり、東京都情報公開条例第７条第２号に該当するた
め

教育庁都立学校
教育部営繕課

91 R6.4.2 R6.5.31
下記工事２件の施工体系図
・都立北豊島工科高等学校（５）外構整備工事
・都立立川国際中等教育学校（４）テニスコート等改修工事

2 1 1

事業者の職員名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるも
の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）であり、東京都情報公開条例第７条第２号に該当するた
め

教育庁都立学校
教育部営繕課

92 R6.4.11 R6.5.31
・都立竹台高等学校（30）改築工事
・都立竹台高等学校（31）改築電気設備工事 282 1

都立竹台高等学
校


